
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調布市教育委員会 

「保健のしおり」は，調布市ホームページにも 

掲載しております。 

令和８年度中学校新入生・転入生用 

 



 



このしおりは、学校保健についてのご理解とご協力をいただくために作成い

たしました。 

 お子さんが、学校生活を健康で楽しく過ごせるよう、ご家庭と学校とが連携

していきたいと考えます。 

 

 

 

 

《 しおりの内容 》 

 

１ 中学生になるにあたって・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

 

２ 健康診断について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 

 

３ こころの相談室について・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

 

４ 保健室では・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

 

５ 緊急時の連絡体制について・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

 

６ 感染症と出席停止について・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

 

７ 独立行政法人日本スポーツ振興センター 

の災害共済給付制度について・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

 

８ アレルギー疾患のある生徒への対応について・・・・・・・・・１０ 
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１ 中学生になるにあたって 

中学校では学習時間が長くなり，教科ごとに教師が変わります。部活動も盛んです。楽しく，充実した

学校生活を送るためには心身の健康が大切です。中学校生活がスムーズにスタートできるように，入学ま

でに体調や生活習慣を整えておくようにお願いいたします。 

（１）食 事 

 

 

 

（２）睡 眠 

 

 

 

 

 

 

 

（３）運 動       （４）便 通 

 

                       

 

 

 

 

 

（５）思春期の始まり        （６）メディアからの自立 

 

 

 

 

 

 

毎日おいしく，しっかり朝ごはんを食べさせましょう。 

 ☆毎朝おいしく食べるためには，夕食は寝る2時間前には食べ終わっていなければなりません。 

☆毎朝しっかり食べるためには，登校時間より1時間半前には起きていなければなりません。 

1日3回，栄養バランスのとれた食事を食べさせましょう。 

 ☆成長期なので，良質のたんぱく質，カルシウムを多めにお願いします。 

質の良い睡眠をたっぷりと！ 

 年々子どもの睡眠時間が短くなっています。大人の生活が夜型化しているので影響は避けられない

のが現実です。しかし，睡眠は身体的，精神的な疲労をとるばかりでなく，成長にも大きく関与して

います。また，記憶にも不可欠と言われています。睡眠をたっぷりととることで，健康がUP，学力

がUPします。習い事や塾などを始めさせるご家庭も多いかと思いますが，睡眠時間を削るような選

択は避けてください。そして入学前に12時前の就寝をしっかり習慣にさせておきましょう。 

体力の低い子ども，自律神経系の発達

が悪い子どもが年々増えています。健康

なからだ作りには適度な運動が欠かせま

せん。体育の授業や外遊び，部活動など，

1日1回はジワーっと汗をかくくらい体

を動かす習慣をつけておきましょう。 

腸の中に便がたまっているとガスが発生し，血液に

吸収され，体の中を運ばれていきます。頭痛やイラつ

き，集中力が途切れる原因になります。また腹痛や肥

満，ニキビなども引き起こします。朝のうちに排便を

済ませすっきりした腸で登校できるといいですね。毎

日排便する習慣をぜひ身につけさせたいものです。 

中学3年間は体と心の成長が著しく，大人への第一歩を歩み始め

る時期です。親や教師より友達を頼る傾向が強くなります。大人に

素直で従順とばかりはいきません。これらは自立が始まるためで

す。対応の仕方によっては心を閉ざしてしまうこともあります。こ

れからは本人の気持ちを理解していこうという大人の姿勢が必要

になっていきます。入学までに，親子で楽しく会話する機会をたく

さん持てるように心がけましょう。 

スマートフォン・テレビ・ゲーム・PC

でのメールなど，家庭でルールを決めて

おきましょう。視力は勿論，睡眠時間や

学習時間などに大きな影響が出たり，事

件に巻き込まれたりすることがありま

す。 
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２ 健康診断について 

（１）健康診断実施学年一覧表 
学校保健安全法で定められた定期健康診断は，毎年４月から６月にかけて実施。 

【健康診断の目的】発達や健康状態を把握し，学校生活で注意することはないかを調べる。 

（○…全員実施する学年，△…一部生徒が実施する学年） 

 小学校 中学校 

１年 ２年 ３年 ４年 5 年 ６年 １年 ２年 ３年 

定 

期 

健 

康 

診 

断 

身体測定（身長，体重） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

発育の様子を知る。  

内科健診 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

栄養状態・脊柱・胸郭・四肢の状態・皮膚の状態・心音などにより体全体を調べる。 

視力検査 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

眼鏡あり・なし両方検査する。ただし，眼鏡を常用している場合は，裸眼視力の検査を省略することがある。  

※コンタクトレンズを使用している場合は，使用した状態で行う。 

※視力が 1.0 に満たない方は，専門医に御相談ください。 

聴力検査 〇 〇 〇  〇  〇  〇 

聴く力を調べる。 ※聞こえにくいときには専門医に御相談ください。 

眼科検診 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

感染症，アレルギー性などの目の病気があるかを調べる。 

耳鼻科検診 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

中耳炎などの耳の病気や，鼻炎・副鼻腔炎などの鼻の病気があるかを調べる。 

歯科健診 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

むし歯の有無・かみ合わせの状態・歯肉の様子などを調べる。 

心臓検診 〇 △ 〇 △ 

心音・心電図の検査を行い，先天性の心臓病やリウマチ熱などによる後天的心疾患を調べる。 

異常がみられた場合は二次検査あり。 

△１年生の時に要管理になった児童・生徒。他地区からの転入生。 

※心臓検診の結果によって，水泳指導の開始に間に合わないことがありますので御了承ください。 

腎臓検診（尿） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

尿中の蛋白・糖・潜血などを調べる。異常がみられた場合は二次検査，三次検査あり。 

結
核
検
診 

問診・内科 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

医師が必要と認めた場合はツベルクリン反応検査，レントゲン撮影実施。 

ツベルクリン反応検査 △対象になった児童・生徒 

胸部直接撮影 △対象になった児童・生徒 

 

そ 

の 

他 

小児生活習慣病予防健康診断 △ 〇 △ 〇 △ 

生活習慣病を予防して健康につなげるために行う。腹囲・肥満度を測定。必要に応じて指定の医療機関で検査を受けら

れる。△の学年も，学校医が必要と判断した場合，指定の医療機関で検査を受けることができる。 

脊柱側わん症検診（モアレ検査）     〇 △ △ 〇 △ 

成長期の子どもにみられる特発性側わん症について調べる。異常がみられた場合は二次検査あり。 

△「次年度再検」と指導された，内科健診等で必要と指導された児童・生徒。 

色覚検査（希望者のみ）    〇   〇   

色の見え方に特性があるかを調べる。 

※希望があれば他学年でも実施します。色の見え方が気になる場合は，保健調査に記入してください。 
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（２） プライバシー等への配慮 

ア 学校医による聴診・視診の直前まで，不必要な露出を避けるよう配慮します。 

   イ 男女ともに，個別スペースを確保し，周囲から見えないよう配慮します。また距 

離を確保し，他の児童生徒に結果等が知られることがないよう配慮します。 

   ウ 健診補助者等が介助のため，児童生徒と一緒に立ち合いますので御了承ください。 

   エ 健診スペースには衝立を配置し，プライバシーの保護に十分配慮して行いますが， 

    事情により特別な配慮が必要な場合は，担任または養護教諭まで御連絡ください。 

 （３） 保健調査について 

    お子さんの健康状態を把握するために，健康調査を行います。健康診断が始まる前 

に保健調査を行いますので，必要事項を記入してください。月経に伴う諸症状につい 

ても、心配事があればご記入ください。 

※心臓検診，結核検診については，別に問診票を配布しますので記入して提出してく

ださい。 

 （４） 学校生活管理指導表について 

心臓病，腎臓病，アレルギー疾患等で，定期的に通院し医師の管理を受けている疾 

   患については，「学校生活管理指導表」を主治医に記入していただき，学校に提出し 

てください。 

（５） 健康診断結果について 

健康診断の結果は「保健カード」や「結果のお知らせ」などによりお知らせいたし 

ます。 

 （６） その他 

ア 当日の欠席などで健康診断を受けられなかった場合は，原則，自校の学校医の医

療機関を受診ください。 

歯科健診については調布市立学校 学校歯科医の歯科医院での受診が可能です。 

上記以外の医療機関で受診する場合は，診察代等がかかりますので御了承ください。

受診の際は事前に予約をお願いします。 

 なお，学校によっては，他学年等の時間に受診できることもあります。学校から

のお知らせを御確認ください。  

イ 公費で行う検査・検診について 

心臓・脊柱側わん症検診は第二次検査まで，腎臓検診は第三次検査まで公費で行 

いますが，それ以降は自費となりますのでご了承ください。 

公費で行う検査及び欠席者検診は，遅刻・早退扱いにはなりません。学校以外の検 

査会場で受診する場合は，登・下校などの予定を，事前に学校へお知らせください。 
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 自分探しに行き詰った，友達とトラブルが・・・・，成績のことで悩みが，何が原因かよくわ

からないけれどイライラする，人には言えない悩みが・・・・・など中学校の時期には思い悩む

ことがたくさんあります。生徒たちばかりではありません。保護者の方も，この頃わが子にどう

接したらよいのかわからない・・・・，親としてどう考えていったらいいのか・・・・など子育

ての悩みやわが子への接し方など，人には聞けないけれど…ということがたくさんあります。そ

のようなときは「こころの相談室」に相談してください。臨床心理士の資格を持った専門のスク

ールカウンセラーが相談にのります。 

 スクールカウンセラーはおおむね週２回ほどの勤務です。相談するには予約する必要がありま

す。「こころの相談室」の予約の仕方や，開設日，直通電話は後日お便りでお知らせします。 

 ※また，担任をはじめ教職員や保健室でも相談をお受けします。 

３ こころの相談室について 
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４ 保健室では 

 

・生徒の健康・発育状態を把握するため，健康診断，身体計測，諸検査を行います。 

・学校において，外傷・急病が発生した場合の，一時的な休養や応急処置を行います。 

・心身に問題を抱えた生徒の健康相談と保健指導を行います。 

 

☆身体や心の健康についての相談，質問，疑問等がありましたら，いつでも保健室までお問い合わ

せください。緊急の場合に備え，生理用品も用意しています。 

☆こころの相談室もありますので，ご活用ください。 

 

 

・保健室利用に際して 

 

・内服薬は使用しません。 

・保健室で行う処置は医療機関または保護者の方に引き渡すまでの応急処置とし，原則として継続

した処置や学校外でのけがは処置の対象ではありません。 

・保健室での休養は原則として１時間とし，それでも回復が見られない場合は早退の措置をとらせ

ていただきます。 

※学校から保護者に連絡をしてから帰宅させます。 

 

 

 

５ 緊急時の連絡体制について 

    →学校内でのけが・病気・早退等の際は学校から連絡をさせていただきます。 

 

・入学時に緊急時の連絡先をお知らせいただいておりますが，携帯電話などの場合連絡がつかない 

ことがあります。留守番機能を利用するなどして，緊急時にすぐに連絡ができる体制を整えてお

くようお願いします。お勤め先の様子によっては，携帯電話に出られない方もあるかと思います。 

その際は，必ず勤務先の連絡先もお知らせください。 

※けがや病気など緊急に連絡が必要な場合も多いので，確実に連絡がとれるところをお願いい

たします。 

・学校から病院を受診する必要がある場合には，保護者の同伴をお願いします。 

・早退の場合は体調によって，生徒のみで帰宅させる場合がありますので，自宅に保護者がいない

場合は，必ず自宅の鍵を持たせて登校させていただきますようお願いします。 

※その際には帰宅後，本人から学校に帰宅連絡を入れるようお願いします。 
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６ 感染症と出席停止について 

以下の感染症にかかった場合は，出席停止扱いとなり欠席にはなりません。速やかに学校にお知

らせください。また再登校する時には，所定の用紙（「登校・登園許可申請書」又は「登校・登園

許可証明書」）が必要となります。 

「登校・登園許可申請書」と「登校・登園許可証明書」のどちらを使用するかは，り患した感染

症により異なります。詳細は次ページのフロー図をご参照ください。なお，この書類は学校で受け

取るか，市又は学校のホームページからダウンロードしてご使用ください。 

（1） 出席停止期間の基準 

 ○ 病名 出席停止期間 

第 

２ 

種 

 
※インフルエンザ 

発症後５日を経過し，かつ解熱した後２日（乳幼児では

３日）を経過するまで 

 
※新型コロナウイルス感染症 

発症後５日を経過し，かつ症状軽快から１日を経過する

まで 

 
百日咳 

特有の咳が消失するまで、または５日間の適正な抗菌性

物質製剤による治療が終了するまで 

 麻しん（はしか） 解熱した後３日を経過するまで 

 流行性耳下腺炎 

（おたふくかぜ） 

耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後５日を

経過し、かつ全身状態が良好になるまで 

 風しん（三日ばしか） 発しんが消失するまで 

 水痘（みずぼうそう） すべての発しんが痂皮化するまで 

 咽頭結膜熱（プール熱） 主要症状が消退した後２日を経過するまで 

 結核 

感染のおそれがなくなるまで 

 髄膜炎菌性髄膜炎 

第 

３ 

種 

 腸管出血性大腸菌感染症 

 コレラ 

 細菌性赤痢 

 腸チフス 

 パラチフス 

 流行性角結膜炎（はやり目） 

 急性出血性結膜炎 

  

※インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症については，その診断後，順調に回復した場合に限

り，「【Ａ】登校・登園許可申請書」を使用します。 

その他の感染症として，手足口病・ヘルパンギーナ・伝染性紅斑・溶連菌感染症・ウイルス性肝

炎・マイコプラズマ感染症・帯状疱疹・突発性発疹・流行性嘔吐下痢症などがありますが，調布市

医師会小児科医会では，医学的見地より，他の児童への感染予防の目的のためには，通常は登校を

禁止する必要はないと考えています。このため，原則としては，出席停止になりません（「登校・

登園許可申請書・証明書」は不要です。） 



7 

（2） 感染症に罹患した場合に御提出いただく証明書の分類 

感染症によって御提出いただく証明書が異なりますので，下記フローにより御確認ください。 

 

 

【Ａ】 【Ｂ】 

 

 

 

 

  

 

医療機関を受診 

・インフルエンザ ・新型コロナウイルス

感染症 

 

【Ａ】登校・登園

許可申請書を使用

し，保護者の方が，

医師の診断に基づ

く自宅待機期間

（＝出席停止期

間）を記入 

 

再登校し 

【A】を提出 

順調に回復せず， 

何らかの症状がある 

順調に回復した 

診断に基づく自宅待機期間，自宅で療養 

医療機関を 

再度受診 

  

・百日咳 

・麻しん（はしか） 

・流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 

・風しん（三日ばしか） 

・水痘（みずぼうそう） 

・咽頭結膜熱（プール熱） 

・結核 
・髄膜炎菌性髄膜炎 

 

・腸管出血性大腸菌感染症 

・コレラ 

・細菌性赤痢 

・腸チフス 

・パラチフス 

・流行性角結膜炎（はやり目） 

・急性出血性結膜炎 

 

 

再登校し【B】を提出 

【Ｂ】登校・登園許可証明書を持参し， 

再度，医療機関を受診 

↓ 

医療機関が【B】用紙に記入 

医師の診断に基づき療養 
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７ 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度について 

 

調布市では，市立小・中学校に在学するお子さんの不慮の災害に備えて，独立行政法人日本スポーツ振興

センターと災害共済給付契約を結んでいます（掛金〈一人年額９3５円〉は全額公費で負担しています）。 

これは，在学中に起こった災害に際して，その治療費や見舞金等の給付を受けることのできる制度で，そ

の概要は次のとおりです。 

 

（１） 申請の対象になる場合は？ 

学校管理下で起こった災害（負傷・疾病など）において， 

① 健康保険適用になる治療で，総治療費が５,０００円以上（自己負担割合が３割の場合，窓口での支

払いが約１,５００円以上）の場合 

② 後遺障害が残った場合 ③ 死亡された場合 

③  
 

 

 

 

 

 

（２） 給付金額は？ ※給付について日本スポーツ振興センターの審査があります。 

  ① 医療費 

   原則として，自己負担額（Ａ）に，療養に伴って要する費用の 1割（Ｂ）を加えた金額 

【例１】保険診療の医療費総額が 1,000 点（10,000 円）で，保険証を使用した場合 

     （Ａ）療養に要する費用の算定額（自己負担額） （Ｂ）療養に伴って要する費用 

        10,000 円×3/10＝3,000 円 10,000 円×1/10＝1,000 円 

               （Ａ）＋（Ｂ）＝4,000 円（給付金額） 

【例２】保険診療の医療費総額が 1,000 点（10,000 円）で，義務教育就学児医療証を利用 

したため窓口負担がなかった場合 

     （Ａ）療養に要する費用の算定額（自己負担額） （Ｂ）療養に伴って要する費用 

        0 円                    10,000 円×1/10＝1,000 円            

               （Ａ）＋（Ｂ）＝1,000 円（給付金額）          

 

 

Ａ．調布市では，学校の管理下で発生したケガや疾病に対しては，この災害共済給付により保障 

することとしております。このため，原則としてこれらの医療証を使わず，本制度による手 

続きをお願いします。ただし，手持ちの現金が無かったり，習慣的にこれらの医療証を使っ

たりすることも考えられます。こうした場合には，受診時にこれらの医療証を提示するとと

もに，本制度の申請手続きもお願いします。 

 

 

 

② 治療用装具・生血料金（医師に治療に必要と認められたコルセット等の装具や輸血の費用） 

  原則として医療費と同様。 

   ※治療用装具の費用は一旦全額（１０割）を装具製作会社等に支払い，支給基準に該当するもの 

のみ給付されます。また，保険適用の装具であれば，７割分が健康保険から療養費として払い 

戻されるので，加入されている健康保険組合にご確認ください。 

 

③ 障害見舞金・死亡見舞金 

障害等級，死亡原因により規定された金額 

＜学校管理下の例＞ 

・登下校中,授業中や休み時間，

始業前，授業終了後  

・学校の教育計画に基づく課外

指導中（部活動など） 

 

※原則として，交通事故等で他の保険が適用される場合は， 

対象外です。 

※ちょこっと共済に関しては，日本スポーツ振興センター 

災害共済給付との併用が可能です。 

 

Ｑ．“ひとり親家庭（マル親）”又は“義務教育就学児（マル子）”の医療証を持っている場合は？ 

 

※※※医療証を利用して自己負担額が 0 円でも，医療費１割分が支給対象となります。※※※ 
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Ａ．生活保護費により補助を受けているため，医療費・治療用装具代・生血料金支給の対象とは 

なりません。ただし，死亡見舞金と障害見舞金は給付されます。 

 

（３） 給付手続き方法 

      

   

 

 

 

  ※１ヶ月の外来療養・入院療養・治療用装具代等それぞれの額が，７０，０００円を超えた場合は， 

「高額療養状況の届」の添付が必要となります。 

※医療費の給付は初診から最長 10 年間です。 

※受診した月から２年間請求を行わなかった場合は，時効により給付を受けられなくなります。 

※申請書類に係る文書料に関しては，多くの病院・薬局では無料にしてくださっていますが，まれに 

文書料がかかる場合があります。文書料は給付の対象になりません。 

 

（４） 給付手続き後の流れ 

 

 

   

   ※給付金をお支払いできるのは，学校に用紙が提出されてから最短で２～３ヵ月かかります。 

 

（５） 選定療養費について 

大学病院や総合病院のように大きな病院（ベット数が２００床以上）は，通常の医療費とは別に選定

療養費（病院が定める特別料金）を自費で負担することになります。選定療養費に関しては，医療保

険診療外のため，給付の対象にはなりません。  

※地域の病院や診療所等からの紹介状がある場合，選定療養費はかかりません。学校での負傷等で緊 

急を要する場合や，修学旅行等の校外活動時は，紹介状を取り寄せることができないため，選定療

養費がかかることがありますので，ご了承ください。 

※選定療養費が必要な近隣の病院は以下のとおりです。（令和８年１月時点の状況です。詳細について 

は，受診医療機関にお問い合わせください。） 

東京慈恵会医科大学西部医療センター（狛江市）・武蔵野赤十字病院（武蔵野市） 

杏林大学医学部付属病院（三鷹市）・国立成育医療研究センター（世田谷区）・至誠会第二病院（世田谷区） 

 

（６） 時間外選定療養費について 

二次・三次救急医療機関等で，時間外診療を受けた場合，通常の医療費とは別に時間外選定療養費が

加算される場合があります。時間外選定療養費に関しては，医療保険診療外のため，給付の対象には

ならず，自己負担になります。詳細については，受診医療機関にお問い合わせください。 

 

（７） その他 

調布市では，独立行政法人日本スポーツ振興センターとの災害共済給付制度とは別に，学校管理下で

起こった災害において，入院が 2 週間以上となる負傷及び疾病，独立行政法人日本スポーツ振興セ

ンター法施行規則の定める１4 級以上の障害，死亡等の場合に見舞金を支給する制度があります。 

 

＜問い合わせ先＞調布市教育委員会 教育部学務課保健給食係 TEL 042-481-7475

Ｑ．“生活保護受給世帯“の場合は？ 

 

学校に申し出て，申請用

の書類（「医療等の状

況」・「振込依頼書」等）

を受け取ってください。 

 

医療機関から受け取っ

た書類と振込依頼書を

学校に提出してくださ

い。 

 

給付が決定したら，保護者名

義の口座に市教育委員会から

振込みます。 

受診した医療機関等に申

請用の書類を渡し，医療

費の証明を受けます。 

 

 

申請書類は，学校から市教育委員会

を経由し日本スポーツ振興センタ

ーに提出され，審査を受けます。 
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８ アレルギー疾患のある生徒への対応について 

 昨今のお子様を取り巻く健康課題のひとつにアレルギー疾患があります。アレルギー反応に起因する病

態には，気管支ぜん息や食物アレルギー・アナフィラキシーのように緊急の対応を要する疾患があります。

このため，お子様が「安全・安心」に学校生活を送ることができるように学校においても取り組みを行っ

ています。下の内容をよくお読みのうえ，学校での対応をご希望される方は各学校にお申し出ください。 

 なお，全てのご要望にお応えできない場合もありますので，あらかじめご了承ください。 

 

 

１ アレルギー疾患対応取り組みの流れ 

  Step １ 

 

 

 

 

Step ２ 

 

 

 

 

Step ３ 

 

 

 

 

Step ４ 

 

  

 

 

Step ５ 

  

 

  

 

 

 

 

※現在食物アレルギーがあり，医療機関で学校での対応が必要と診断されている方は 

必ず「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」をご提出ください。 

 

 

 

 

アレルギー疾患対応が必要かどうかを 

家庭にて検討する 

検討のPoint 

(1)医師の診断が「中等症」以上 

※食物アレルギーの場合は， 

 ①医師の診察や検査により，アレルギ

ーであることが明確な場合。 

 ②アレルゲンが特定され，医師からア

レルギー対応の指示・指導をされて

いる場合。 

 ③家庭でもアレルギー対応を行って

いること。 

(2)アレルギー疾患に対する配慮・管理

を希望する 

 

アレルギー疾患対応を希望する旨を 

学校へ申し出る 

「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」 

をもって医療機関を受診する 

医師の作成した学校生活管理指導表(アレルギー 

疾患用)を学校へ提出し，対応を相談する 

アレルギー疾患に対する取り組みの開始 

（対応に変更などがあれば随時更新） 

 

医師にお子様のアレルギーについて

診断してもらい，必要事項を記入し

てもらってください。医療機関によ

って，文書料が発生する場合があり

ます。 

医師の作成した管理指導表を基に，

学校生活における配慮や管理につい

てご相談させていただきます。 

学校から 

「学校生活管理指導表（アレルギー

疾患用）」等を渡します。 



11 

 

２ 食物アレルギー疾患のある生徒への対応 

（1） アレルギー対応開始までの手続き 
    新年度から学校での対応（配慮・管理等）が必要な方は「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」 

    （以下「管理指導表」という），食物アレルギー個別取組プラン（事前調査票兼面談調書），緊急時個

別対応カードを保護者説明会時に提出できなかった方は2月末日までに，学校へご提出願います。 

「管理指導表」等のご提出を基に面談を行い，対応についての検討を開始いたしますので，なるべく      

早めにご提出ください。なお，対応を継続される場合も，毎年，管理指導表の提出が必要となります。 

入学後，対応が必要となった方は，学校へお申し出ください。 

 

（２） 中学校の学校給食での食物アレルギー対応の内容 

  ① 学校生活における食物アレルギー対応とは，給食だけでなく宿泊行事や調理実習等も含みます。 

    小学校でブルートレイの方（市統一で給食では使用・提供しない食材のみが原因食物と診断されてい 

たお子さん）も宿泊行事等で原因食物が提供される可能性があります。このような場合も含めて， 

対応が必要な場合は，医師と相談の上，入学に際して学校生活管理指導表をご提出ください。 

 

② 中学校給食は除去食・代替食は提供しません。 

  中学校給食は自校方式ではなく，親子調理方式で，近隣の小学校で作ったものを配送するため，除去 

食・代替食の提供ができません。原因食物を使用する献立には必ず代替品をご持参ください。 

 

③ 中学校給食はおかわりができるようになります。 

    中学校給食では食物アレルギーのあるお子さんもおかわりができるようになります。喫食前に教職員

も確認しますが，原因食物を使用する献立を誤って食べないよう，家庭で毎日確認し，本人への意識

付けをお願いいたします。 

 

 

3 その他 

  生徒の健全な発育発達の観点から，不要な食事制限をなくすことが重要です。食品によっては年齢を経る

ごとに耐性化（食べられるようになること）することが知られています。食物アレルギーの心配のある生徒

は医師の診断を受け，食物負荷試験などで耐性化を確認することも検討してみてください。 

 また，不必要な除去を減らし，一層安全に対応するため，調布市医師会の協力の下，管理指導表等の関係書

類の内容を教育委員会・医師会で共有し，管理指導表の現状分析や，より適切な対応についての検討を行い

ます。 

  検討の結果，学校を通じて，医師会が指定する市内医療機関の受診を勧めることがありますので，ご理解 

くださいますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健のしおり【中学生用】 （令和８年度新入生・転入生用） 
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